
【地域活動の御紹介】２区行政区で小学生に森林の大切さを教えました!
（矢吹小学校３年生 森林環境学習）
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回 覧

平成31年度分行政区活動支援事業の募集が始まりました!

平成３１年度の行政区活動支援事業の募集が始まりました。１次募集は、

２月２８日までの期限となっており、活動対象時期は、４月から翌年３月３１日

までに行われる地域活動が対象となります。

『活動は決まったが手続きがわからない・・・』

『申請書の書き方が難しい・・・』

『地域活動はできるが、何をしたらいいかわからない・・・』 など

行政区長さんで、地域による活動での相談がありましたら、お気軽に

まちづくり推進課 協働推進係 （役場１階 総合窓口奥）

まで、お越しいただければと思います。

≪平成３１年度行政区活動支援事業（１次募集）≫

① 申 請 期 間：２月２８日（木）まで

② 助 成 金 額：１行政区で３０万円を上限

③ 活動対象時期：４月～翌年３月１０日頃

④ 申請までの流れ： ・行政区内で地域活動（事業）の検討

↓

・電話又は役場にお越しいただいての相談

↓

・提出書類の準備（見積書、現状写真、位置図）

↓

・申請書類等の提出【２月２８日まで】

昨年１１月１日、三十三観音史跡公園を管理している２区行政区が、

矢吹小学校３年生(40名)を対象に森林の大切さを教えました。２区行政区

からは３名の方が出席し、三十三観音の説明や樹木の説明など、１時間

３０分程度の学習の場でしたが、参加された児童も真剣に話を聞いてま

した。

三十三観音史跡公園は、自然散策がしやすいよう、歩くところにウッド

チップが整備され、花木の名称が看板で表示されております。是非、三

十三観音史跡公園へ足を運んでいただければと思います。



矢吹町区長会 事務局　（町役場　まちづくり推進課　協働推進係）

住　  所：　矢吹町一本木１０１番地　（矢吹町役場１階　総合窓口奥）
電　  話：　４２－２１１２ Eメール：　machizukuri@town.yabuki.fukushima.jp

　　行政区活動に関するお問い合わせ先
矢吹町行政区活動情報（かわら版）では、各地区（行政区）における活動情報、イベント
情報などを定期的に発行しております。行政区活動の検討、記事掲載をご希望される行政
区がございましたら、お気軽に区長会事務局までご連絡をお願いします。

【地域活動の御紹介】松倉行政区が地元の子供達に生態学習を行いました!

文京行政区で防災訓練を実施しました!

昨年１１月１１日、松倉地区の児童を対象に松倉行政区の方による生態学習

が行われました。松倉地区内にある池（新池）からコイなどが水路を上ってくる

様子を見学したりして、行政区の方のお話に耳を傾けていました。

地域活動の情報を御提供いただき、ありがとうございました。

昨年１１月１１日、文京行政区、町、消防団、消防署による防災訓練を実施

しました。

この訓練は、文京集会所とその周辺にて、大規模地震を想定したものであ

り、文京行政区から住民約４０名、矢吹町災害時ボランティアネットワークセ

ンター、地元消防団、矢吹消防署、役場などの関係者約４０名の総勢８０名の

参加により、実際の災害に近い形での訓練となりました。

訓練の中心は、地区の住民が主体となって行う避難所の開設・避難者の受

入訓練や、各班長による班員の安否確認、自力で非難が難しい方を近隣の

住民で避難所まで連れて行く等の「自助・共助」による災害対応を実践しまし

た。

また、地元消防団による消化訓練や、住民参加の消火器取扱い訓練、災害

時ボランティアネットワークセンター指導による災害時の炊き出し訓練が行わ

れました。

＜文京地区防災訓練＞

１．日 時：平成30年11月11日（日）午前9時00分～10時30分

２．場 所：文京地区内

３．目 的：大規模な災害発生直後から２～３日間を地域の協力だけで

過ごすことを想定し、訓練を行うことを目的とする。

４．訓練内容：①シェイクアウト訓練 ⑥炊き出し訓練

②避難訓練 ⑦住民避難訓練

③安否確認訓練 ⑧消火訓練

④避難所開設訓練

⑤避難者受入れ訓練


